
 

第2号様式(第6条関係) 

処分基準整理票 

処分の内容 児童扶養手当不正利得の徴収 

根拠法令及び条項 児童扶養手当法第23条 

処
分
基
準 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※処分基準を公表する場合のみ記載すること。) 

第二十三条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、

都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一

部をその者から徴収することができる。 

２ 国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条

の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合におい

て、同法第九十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るも

のであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間について

は、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」と読み替えるものと

する。 

処分基準 

設定年月日 
昭和36年11月29日 

処 分 基 準 

最終変更年月日 
平成26年4月23日 

所管部署    こどもみらい 部  子育て応援 課 

備考  

注 処分基準が法令に具体的に規定されているため処分基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを処分基準の内容欄に記載すること。 
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